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マイナンバーカードと健康保険証の一体化とは（1/3）

改正マイナンバー法のポイント
令和５年６月29日 第165回社会保障審議会医療保険部会
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マイナ保険証
→健康保険証利用登録をされたマイナンバーカード
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出典：厚生労働省HP

マイナンバーカードと健康保険証の一体化とは（2/3）
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出典：厚生労働省HP

マイナンバーカードと健康保険証の一体化とは（3/3）



オンライン資格確認

○ オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格

情報の確認ができるシステム

○ オンライン資格確認システムの導入により、医療機関・薬局の窓口で、患者の直近の資格情報等（負担割合や自己負

担限度額等）が確認できる。

○ また、マイナンバーカードを用いた本人確認を行うことにより、医療機関や薬局において、特定健診等の情報や診

療・薬剤情報を閲覧できる。

オンライン資格確認システム
（社会保険診療報酬支払基金）

マイナンバーカードを
カードリーダーに置く

健康保険証を窓口提示

医療機関・薬局

記号・番号を入力

【健康保険証で受診した場合】

【マイナンバーで受診した場合】

記号1111番号222
氏名 原 佳奈美

資格情報等の照会

＜オンライン資格確認のイメージ＞
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オンライン資格確認とは（1/3）
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オンライン資格確認とは（2/3）



令和５年２月17日 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会（第２回）
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オンライン資格確認とは（3/3）
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・健康保険証を廃止（マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行い、受診する
ことを基本とする）

・発行済みの健康保険証は、施行後１年間有効とみなす経過措置

・マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある
方には、申請に基づき、資格確認書を交付

・当分の間、マイナ保険証を保有していない方全てに申請によらず、資格確認書を
交付

・健康保険証の廃止に伴い、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を
簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更時等に、資格情報の
お知らせを交付

マイナンバーカードと健康保険証の一体化のポイント（1/1）
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マイナ保険証の利用状況（1/2）

令和６年２月29日 第175回社会保障審議会医療保険部会
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マイナ保険証の利用状況（2/2）

令和６年２月29日 第175回社会保障審議会医療保険部会



令和５年12月12日
第５回マイナンバー情報総点検本部
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協会けんぽの「マイナ保険証、１度使ってみませんか」
キャンペーンの実施状況について（1/2）

▶全国共通（本部一括で実施）

 協会ウェブサイト内に特設ページ「マイナ保険証を１度使ってみませんか？」を公開

（２０２３年１０月）

 被扶養者資格再確認の際に説明リーフレット内にマイナ保険証に関する内容を掲載

（２０２３年１０月）

 医療費通知の際にチラシを同封（２０２４年１月）

 ジェネリック医薬品軽減額通知の際にチラシを同封＜静岡支部加入者63,634名に送付＞

（２０２４年２月）

▲協会ウェブサイト特設ページ（一部抜粋）

▲被扶養者資格再確認の説明リーフレット
（一部抜粋）

マイナ保険証キャンペーンチラシ▶
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協会けんぽの「マイナ保険証、１度使ってみませんか」
キャンペーンの実施状況について（2/2）

▶静岡支部

 メールマガジン（２０２３年１１月号～）：毎月、マイナ保険証に関する記事を掲載

 納入告知書同封リーフレット：２０２４年３月号に記事を掲載

 商工会議所広報誌への記事掲載：静岡商工会議所、浜松商工会議所へ記事を掲載

 申請書等の送付時にチラシを同封して広報を実施

▲メルマガ11月号 ▲商工会議所への提供記事
（静岡商工会議所）

▲納入告知書同封リーフレット（3月号）


